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午前１０時００分 開会・開議

〇議長（根岸勇雄君） おはようございます。ただいまの出席議員数は22名であります。定足数に達してお

りますので、平成27年第５回佐渡市議会定例会を開会いたします。

これより本日の会議を開きます。

日程第１ 会議録署名議員の指名

〇議長（根岸勇雄君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

今期定例会の会議録署名議員は、10番、金田淳一君及び12番、中川隆一君を指名いたします。

日程第２ 会期の決定

〇議長（根岸勇雄君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。

今期定例会の会期及び会期日程について議会運営委員長の報告を求めます。

議会運営委員長、岩﨑隆寿君。

〔議会運営委員長 岩﨑隆寿君登壇〕

〇議会運営委員長（岩﨑隆寿君） おはようございます。12月定例会の会期及び会期日程についてご報告い

たします。

会期につきましては、本日から12月22日までの19日間といたします。

会期日程につきましては、お手元に配付した会期日程表をごらんください。

本日は、諸般の報告、行政報告の後、議案の上程、質疑、常任委員会付託を行います。午後１時からは

議会報編集特別委員会を、散会後は各派代表者会議を開催いたします。

７日の午前中は請願の紹介議員から説明を受けるため、10時から産業建設常任委員会を、終了後に市民

厚生常任委員会を開催いたします。総務文教常任委員会については請願がございませんので、ここでは開

催いたしません。

７日の午後１時30分からは庁舎整備等特別委員会を開催いたします。

８日は、10時から決算審査特別委員会を開催いたします。

９日から14日の午前中までが一般質問であります。質問者は13人であります。

14日は、一般質問終了後、追加議案の上程を行います。予定されている追加議案は、近日中に行われる

入札の結果による工事請負契約の案件２件であります。その追加議案書は11日に議場配付いたします。

15日から18日午前中までの間が常任委員会審査であります。

18日は、午後３時を目途に決算審査特別委員会の報告書を配付し、委員長質疑等の受け付けに入ります

が、特別委員会でありますので、議会申し合わせにより１時間経過後に議会運営委員会を開催いたします。

21日は、午後３時を目途に常任委員会の報告書を配付し、委員長質疑等の受け付けの後、30分経過後に

議会運営委員会を開催いたします。

22日は、午後１時半から最終日の議事を行います。

以上であります。

〇議長（根岸勇雄君） ただいまの報告に対する質疑を許します。質疑ありませんか。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（根岸勇雄君） 質疑なしと認めます。

議会運営委員長の報告に対する質疑を終結いたします。

お諮りいたします。ただいまの議会運営委員長の報告のとおり、今期定例会の会期は本日から12月22日

までの19日間といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（根岸勇雄君） 異議なしと認めます。

よって、今期定例会の会期は19日間と決定いたしました。

日程第３ 諸般の報告

〇議長（根岸勇雄君） 日程第３、諸般の報告を行います。

諸般の報告は、お手元に配付した資料のとおりであります。朗読は省略いたします。

日程第４ 行政報告

〇議長（根岸勇雄君） 日程第４、行政報告を行います。

市長から行政報告の申し出がありますので、これを許します。

市長、甲斐元也君。

〔市長 甲斐元也君登壇〕

〇市長（甲斐元也君） おはようございます。平成27年第５回佐渡市議会定例会に当たりまして、平成27年

第３回佐渡市議会定例会以降の行政報告についてご説明を申し上げます。

報告第27号から第32号までについてでありますが、これは議会の委任事項であります損害賠償の額を定

めることについて専決処分をいたしましたので、地方自治法第180条第２項の規定により報告するもので

あります。

以上であります。

〇議長（根岸勇雄君） ただいまの報告に対する質疑を許します。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（根岸勇雄君） 質疑なしと認めます。

行政報告に対する質疑を終結いたします。

日程第５ 議案第１２３号から議案第１４２号まで

〇議長（根岸勇雄君） 日程第５、議案第123号から議案第142号までについてを一括議題といたします。

市長から提案理由の説明を求めます。

市長、甲斐元也君。

〔市長 甲斐元也君登壇〕

〇市長（甲斐元也君） 議案第123号 佐渡市職員の行動規準及び責務等に関する条例の制定について。本

案は、時間外勤務手当の不正受給、預け金による公金の不適正執行及び入館料などの公金横領事件など、
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本年３月から発覚いたしました職員の不祥事に対し、改めて公務員としての行動規準を条例により定める

ものであり、もって職員の公務員としての自覚を促し、真に市政を負託するにふさわしい公務員の責務を

再認識させることを目的とするものでございます。

議案第124号 佐渡市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づ

く個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定について。本案は、行政手続における特定

の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い、同一地方公共団体内での個人番号の利

用及び特定個人情報の授受を可能とするために必要な事項を定める条例を制定するものであります。

議案第125号 佐渡市税条例の一部を改正する条例の制定について。本案は、平成27年度税制改正によ

り地方税法等の一部を改正する法律が平成28年４月１日に施行されるなどに伴い、佐渡市税条例の一部を

改正するものであります。その主な内容は、徴収の猶予及び換価の猶予の方法等を条例で定めることにな

ったことに伴う所要の改正、税の減免申請の期限の改正及び行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律の施行に伴う所要の改正であります。

議案第126号 佐渡市入湯税条例の一部を改正する条例の制定について。本案は、行政手続における特

定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い、経営申告事項に個人番号などの項目

を追加するため、佐渡市入湯税条例の一部を改正するものであります。

議案第127号 佐渡市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について。本案は、平成27年度

税制改正に伴い、国民健康保険税における条約適用配当などにかかわる分離課税の対象に利子所得などを

加えること及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い、

減免申請の記載事項に個人番号を加えるなどの所要の整備を行うため、条例の一部を改正するものであり

ます。

議案第128号 佐渡市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について。本案は、行政手続における

特定の個人を識別するための番号の利用などに関する法律の施行に伴い、減免申請の記載事項に個人番号

を加えるなどの所要の整備を行うため、条例の一部を改正するものであります。

議案第129号 佐渡市火葬場条例の一部を改正する条例の制定について。本案は、市内に５施設ある火

葬場のうち老朽化した北田野浦火葬場と三香苑の２つの火葬場を平成28年４月１日から廃止をし、これと

あわせ火葬場使用料を引き下げるため条例の一部を改正するものであります。

議案第130号 佐渡市相川観光交流センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定

について。本案は、佐渡金銀山の世界遺産登録に向けた取り組みを始め、佐渡の３資産の調査研究などで

佐渡に訪れた学生が相川観光交流センターに宿泊できるようにするため、条例の一部を改正するものであ

ります。

議案第131号 佐渡市屋外広告物条例の制定について。本案は、市景観計画における課題である屋外広

告物について、屋外広告物法に基づき必要な事項を定めることにより、より良好な景観を形成し、公衆に

対する危害を防止するため条例を制定するものであります。

議案第132号及び議案第133号につきましては、一括してご説明をいたします。議案第132号 公の施設

に係る指定管理者の指定について（相川民話の館）、議案第133号 公の施設に係る指定管理者の指定につ

いて（佐和田森林公園オートパークさわた）、以上２議案は佐渡市公の施設に係る指定管理者の指定の手



- 6 -

続等に関する条例に基づき選定した団体を指定管理者として指定したいので、地方自治法第244条の２第

６項の規定により議会の議決を求めるものであります。

議案第134号 訴えの提起について。本案は、市営住宅の家賃などを長期にわたり滞納している者に対

する建物明け渡し請求及び滞納者本人に対する未払い家賃などの支払い請求の訴えを提起したいので、地

方自治法第96条第１項第12号の規定により議会の議決を求めるものであります。

議案第135号 佐渡市辺地総合整備計画（平成25～27年度）の変更について。本案は、佐渡市辺地総合

整備計画を変更するに当たり、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法

律第３条第８項において準用する同条第１項の規定により議会の議決を求めるものであります。変更内容

は、辺地総合整備計画に登載している公共的施設整備の事業費及び辺地対策事業債の予定額の増額であり

ます。

議案第136号 市道路線の認定について。本案は、主要地方道佐渡一周線及び主要地方道両津真野赤泊

線バイパス工事により、現在の県道の一部を市道として認定する必要がありますので、道路法第８条第２

項の規定により議会の議決を求めるものであります。

議案第137号 新潟県市町村総合事務組合規約の変更について。本案は、本市が加入する新潟県総合事

務組合の規約を地方自治法第286条第１項の規定により変更することについて議会の議決を求めるもので

あります。変更の内容は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、

教育委員会委員長と教育長が一本化されることによる選挙管理委員会に関する規定の変更、地方公務員法

の一部を改正する法律の施行に伴う引用条例の修正、新発田市の非常勤職員に対する公務災害の補償など

に関する事務への加入であります。

議案第138号 平成27年度佐渡市一般会計補正予算（第７号）について。本予算案は、既定の歳入歳出

予算額にそれぞれ２億4,359万4,000円を追加し、予算総額を464億2,462万4,000円とするものであります。

補正内容は、歳入では地方交付税、国庫支出金及び寄附金などの増額計上、歳出では佐渡ふるさと島づく

り寄附金事業の増額を計上するほか、台風15号による水稲被害に対する支援にかかわる債務負担行為の設

定などを予算計上するものであります。

議案第139号 平成27年度佐渡市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）について。本予算案は、

既定の歳入歳出予算額にそれぞれ60万円を追加し、予算総額を７億3,514万7,000円とするものであります。

補正内容は、人間ドックの委託料の増額であります。

議案第140号 平成27年度佐渡市介護保険特別会計補正予算（第２号）について。本予算案は、既定の

歳入歳出予算額にそれぞれ240万9,000円を追加し、予算総額を88億691万円とするものであります。主な

補正内容は、歳入では国庫支出金、一般会計繰入金を増額し、歳出においては制度改正に伴い、介護事業

所台帳システム整備費を補正するものであります。

議案第141号 平成27年度佐渡市下水道特別会計補正予算（第２号）について。本予算案は、既定の歳

入歳出予算額にそれぞれ1,500万円を追加し、予算総額を33億6,730万7,000円とするものであります。主

な補正内容は、歳入では一般会計繰入金、下水道補償料の増額、歳出では測量設計委託料、汚水管渠工事

及び水道管等補償費の増額、雨水管渠工事の減額であります。

議案第142号 平成27年度佐渡市すこやか両津特別会計補正予算（第２号）について。本予算案は、既
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定の歳入歳出予算額にそれぞれ344万7,000円を追加し、予算総額を６億860万2,000円とするものでありま

す。主な補正内容は、歳入では一般会計繰入金の増額、歳出では施設備品の故障に伴う備品購入費と設置

工事費について補正するものであります。

以上、よろしくご審議賜りますようお願いを申し上げます。

〇議長（根岸勇雄君） これより議案の順序に従い、質疑に入ります。

議案第123号 佐渡市職員の行動規準及び責務等に関する条例の制定についての質疑を許します。質疑

ありませんか。

猪股文彦君。

〇18番（猪股文彦君） この条例は、今後審査されるわけですけれども、この条例をもとにした、例えば運

用基準というものをつくってあるかどうか。それはどういうことかというと、この条例によって法令遵守

審査会で審査を終えた、では市民にどういうふうに知らせる、どの程度のものは知らせるのか。例えばこ

こに第７条に法令遵守審査会のものがありますけれども、法令遵守審査会の結果によって知らせるのか、

あるいは法令遵守審査会にかかったものは知らせるのか。知らせるということは議会に報告するのか。そ

の辺は、この条例上どのような運用になっているかお知らせ願いたいと思います。

〇議長（根岸勇雄君） 渡辺総務課長。

〇総務課長（渡辺竜五君） ご説明いたします。

第７条の法令遵守審査会につきましては、公益目的通報と不当要求、これについての審査を行うもので

ございます。これにつきましては、公益目的通報につきましては状況によって公表することで今考えてお

りますし、不当要求に対する措置も内容によって公表することができるということになっておりますので、

具体的な内容については今後きちっと整理をしてまいりたいというふうに考えております。

〇議長（根岸勇雄君） 猪股文彦君。

〇18番（猪股文彦君） そうすると、市民の立場からするとこのことによって結果が出たものについては報

告があるという理解でよろしいですか。

〇議長（根岸勇雄君） 渡辺総務課長。

〇総務課長（渡辺竜五君） ご説明します。

この審査会につきましては、個人情報に関するもの、もしくはここにあるように公益目的通報で基本的

に本人に不利益等が発生するもの以外のものは公表することができるというふうに考えております。

〇議長（根岸勇雄君） 中川直美君。

〇８番（中川直美君） きのう市長が定例の記者会見をやって、ケーブルテレビなものだから議会で録画を

して見たいと言ったのだけれども、そいつはだめだと言われて、結局録画していただけなかったのですが、

きのう市長が記者質問に答えていたと思うのですが、ワーストスリーが何だといったら職員の不祥事で倫

理条例で一から出直すということを言っておりました。そういう意味でいうと、ここはしっかりと議会も

審査をしなければいけないのだろうというふうに思います。当たり前のことなのですが、この後これは総

務文教常任委員会に付託になるのだろうと思うので、そうするとこの前議員全員協議会でも詳しい説明も

なかったし、総務文教常任委員会だけという問題ではないだろうというふうに思うのです。そこでお聞き

をしたいのです。ここで書かれている行動規範というものは、逆に言うと当たり前のことを書いているだ
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けなのです。しかも、俗に言う理念条例です。ここで何が一番重要になってくるかというと、まず１つは

条例の制定のためのエネルギーを職員と一緒になって共有してどれだけやったか、そしてもう一つはこの

条例が実際に動いて、市の組織全体がよくなる仕組みづくりにどういうふうに動くのかという、このこと

が倫理条例の場合は極めて大事だと思うのです。その辺で10月９日でしたっけ、議会には全面的に説明が

あって、それからさらに今言ったように職員とのディスカッションや現場の声も反映して、きのうの市長

の言葉で言えば上から下ではなくて、下から上へ上がるほうが重要だと言っていたけれども、そういう意

味でつくり上げていかなければならない条例だと思っているのです。その辺がまず１点どのようになされ

ているのか。先ほどの話だと、何か法令遵守審査会の関係だと今後具体化みたいな話、今後具体化という

程度のものしか煮詰めていないのかということが１点です。

２点目が条文でお尋ねしたいと思います。条文でいいますと、まず第４条から第６条と任命権者の責務

等を定めているのですが、第６条で指定管理者等の責務というふうになっています。この指定管理者等と

いうのはどこまで含むのか。それともう一つは、条例の部分でいうと第11条の中に不当要求行為の報告と

いうことでこの中には指定管理者、事務受託者、それと派遣労働ということで３つあるわけですが、現在

の佐渡市の場合これに当てはまるのは一体幾つあるのか。それともう一つは、準公金の扱い、98でしたっ

け、あるという話でした。これは、もちろん整理をしてやっていかないといけないというふうに思うので

すが、どのようになっているのかお尋ねをしたいと思います。

〇議長（根岸勇雄君） 渡辺総務課長。

〇総務課長（渡辺竜五君） ご説明いたします。

まず１点、今までどういうふうに職員と話をしてきたか、進めてきたかということでございますが、４

月以降課長会議を７回開きまして、その都度都度に合わせて不祥事が起きた状況、対策について話し合っ

てきたところです。また、補佐会議を１回開いて説明をしたところです。その中で特に今回問題が起きて

いる倫理条例も含めまして、ハンドブック等を含めて説明をして、課内での話し合いを進めて、それをフ

ィードバックして最終的に今回修正したということになっております。その他におきましては、このハン

ドブック等が全員で見られるようにグループウエア等を５回ほど更新をしまして説明をしております。ま

た、課長等は指摘のとおりしっかりと管理ができるように個人研修等を今、年間を通して進めているとこ

ろです。また、職員につきましても11月26日だったと思いますが、コンプライアンス研修ということでま

ず第１回目のものを始めさせていただきました。

次が用語の説明でございますが、これにつきましては条例の２ページ目のところに指定管理者等とござ

いまして、行政でいう一般的な指定管理者になります。それが１つと、事務を受託する者ということです

ので、実際の委託業務の受託先のほうが対象になります。もう一点が労働者派遣法の中で派遣労働者で市

の事務に従事するものという３点というか、３種類になるのですが、今対象になるのは実際には指定管理

者と事務の受託ということでございますが、その数についてはちょっと今持っておりませんので、この２

つだけが今の状態では該当になるというふうに判断しております。

〇議長（根岸勇雄君） 中川直美君。

〇８番（中川直美君） 数がわからぬというのはちょっと問題ではないですか。市長は、ことしのワースト

スリーを選ぶといったら何かといったら不祥事の問題ですと言って、一から出直さなければいけないとい
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うことで、議会は批判と監視の府だからこの条例案を正面切ってやらなければならないのです。さっき言

った準公金のこともまだ答弁なかったように思うのですが、それとあわせて聞きます。10月９日のときに

あなたが今話をしたハンドブック、ＱアンドＡの解説編で例えば業者とのかかわり方の問題、市会議員と

のかかわり方の問題、議員の中からこれは問題ではないかと言ったら、あなたが、いや、検討して煮詰め

ていかなければならないのだというような言い方をしたのだけれども、そのことも我々に示されていない

わけです。ワーストスリーのトップですから、少なくとも議会には例えばコンプライアンスハンドブック

解説編がどのように変わったのか、ＱアンドＡがどのように変わったのかというのをやっぱり総務文教常

任委員会だけではなくて全員に示すべきなのではないでしょうか。

〇議長（根岸勇雄君） 渡辺総務課長。

〇総務課長（渡辺竜五君） ご説明いたします。

まず最初に、市役所以外の事務をもっている準公金の扱いにつきましては、現在要綱を整備しておりま

して、98の中で４月から要綱をきちっと立ち上げて課長がしっかり管理する形をとっていきたいというこ

とで今考えておりますが、その前に一度やはり地元のほうに事務をおろせるかどうか含めて、１月２月の

段階で再度精査をしまして、最終的に４月からきちっと課長のほうの管理ということを徹底してまいりた

いというふうに考えております。

ハンドブック等につきましては、全体としては条例と規則につきましてはあの時点で素案でございまし

たので、条例の形を整えるという形を主にやらさせていただきました。その中で特に変更したのは職員の

部分で県費負担教職員、これを当初考えておりましたが、任命権者が県教育委員会ということでございま

すので、これにつきましては外させていただいたところでございます。法令遵守審査会のほうも法令遵守

審査会のあり方を条例に設けて、運用のほうは規則に移したということでございます。公益目的通報も同

じ形でございます。中身的な大幅な変更はございませんが、そういうふうに一部変更したということで今

ハンドブック等も一部変更しておりますので、それについてはまた必要があれば提出させていただきたい

というふうに考えております。

〇議長（根岸勇雄君） 中川直美君。

〇８番（中川直美君） 議会が必要があるかないかではないのです。それは出すべきものなのです。読むか

読まないかではなくて。場合によれば、市民の方にも読めるような形にしておけば、お互いに職員の中に

も緊張感が生まれて、私はいいものだと思う。それは当然出してください。それと、３種類の指定管理と

２つしかないという話なのだけれども、一体幾つあって、どうなのかというのもちゃんと議会にはそのぐ

らいは示してください。そこで、最後にお尋ねするのだけれども、一番重要なのはさっきも言いましたけ

れども、現場の声も含めて現場でどうするか、上から倫理条例をつくって押しつけるのではなくて、下か

ら積み上げてやっていく、そういう意味でいうと私は本来議会としては継続審査にしてじっくりやるべき

だというふうに私は思っているのだけれども、あなた方もこれで、さっきの話ではないですが、法令遵守

審査会の詳細は今後具体化する、98の公金のやつについてはこれから要綱を決めてやるというような状況

なのだけれども、あなた方はこれで胸張って市長が言ったように一から出直すという倫理条例になってい

ると思いますか。

〇議長（根岸勇雄君） 渡辺総務課長。
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〇総務課長（渡辺竜五君） ご説明いたします。

資料については出すようにいたします。あと、また98の外部につきましては要綱等は内容については定

めております。ただ、それをもう少し地元に返すとか、実務的に98を減らしていくということをまずやり

ながら、しっかりと要綱をつくっていきたいということでございますので、今案の段階ではございますが、

そこはできておるところでございます。その中でこれからどういうふうに職員にしっかり伝えていくかと

いうことでございますが、今回条例につきましてはもともと９月過ぎ、議会にお示しした前後だったと思

いますが、各課長から各課に話をして、各課で意見を交換して持ち上げていただくという手続はとってお

ります。ただし、今後しっかりと伝えていかなければいけないということはしっかりとコンプライアンス

ハンドブック等を拡充しながら進めていきたいというふうに考えております。あと、また倫理条例につき

ましては、やはりこれは余りこの時点で細かいことというよりも規則あわせてハンドブック等で今後しっ

かり細かい点を整理していくというふうに考えておりますので、まずは職員の行動規範をしっかり明確に

するということで条例の制定のほうをお願いしたいというふうに考えております。

以上でございます。

〇議長（根岸勇雄君） 大澤祐治郎君。

〇９番（大澤祐治郎君） これ少し話を軽く総務課長は受けとめておるのではないだろうか。市長はもうこ

れ以上逃げようがなくて、コンプライアンスを含めてこういう問題があって条例をつくらなければならぬ

というところまで追い込まれてやっている話ではないかと思うのですが、総務課長の話を聞くと他人事に

聞こえるのです。あの事件が起きてみんなに市長が何度か頭を下げて、そういうところから以後、中身の

内容の充実さとか中身をこうつくったとか、こういう方向でコンプライアンスをまとめて、二度と問題が

起こらぬようにしますとか、そういうものが先に出てこなければならぬでしょう。今あなたが言葉巧みに

べらべらと話をしておることは、天井を向いて自分につばしているような話ではないかと思って私は聞い

ておるのですが、こういう行動規範についてもしっかりしたものをつくりましたと、したがってこれを議

会に見てくださいと総務文教常任委員会や何かでこれを徹底して突き詰めた上で我々にこういう格好で今

後いきますということになるのではないですか。ところが、今あなたがおっしゃっておる話だと、一生懸

命鋭意努力しておるし、この先ケース・バイ・ケースで事が起きたときにはきっちりさらにローリングを

してしっかりしたものにしますというようなことを言っておるのですが、我々とするとそれが何がどうや

ってどうなってどういくのだという、まさに羅針盤ではないですけれども、方向を示す規範というものが

先に必要なのではないか、こう思うのですが、総務課長、それについてどうですか。

〇議長（根岸勇雄君） 渡辺総務課長。

〇総務課長（渡辺竜五君） ご指摘のとおりと考えております。まず、つくるところでやはり私が説明はし

ておりますが、各課の課長の中で議論をして、みんなでつくっていこうということで今回つくったもので

ございます。その中でこの条例を含めまして、まず職員がどういうふうにしたらいいのかということを、

そこをまずしっかり明確にしていきたいということでこの条例を提案しておるところでございます。そこ

については、規則、ハンドブック等でできる限りのものは議論しながら作成して、職員を含めてわかりや

すくつくっていくということで取り組んできたところでございます。あと、公益目的通報等、国とのもの

についてちょっと様式等も踏まえまして、まだ一部できていないところがございますので、そこら辺を今
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後しっかりと早急に整理してまいりたいというふうに考えております。

〇議長（根岸勇雄君） 大澤祐治郎君。

〇９番（大澤祐治郎君） 言わんとすることは理解しておるつもりですが、行動規範、それではひとつどう

いったものがその中の柱だということを抽出してお話ししてくれませんか。

〇議長（根岸勇雄君） 渡辺総務課長。

〇総務課長（渡辺竜五君） ご説明いたします。

議案の３ページになります。３ページの中に行動規準というものがございます。条例につきましては、

大きな方向性ということで載せてありますので、その第１項で市民全体の奉仕者であることを深く自覚し、

正当な理由なく一部に対してのみ有利または不利な取り扱いをする等の差別的扱いをしてはならず、常に

市民の立場に立って公正かつ親切な態度で職務を遂行しなければならないということで、その中で第２項、

第３項、第４項と載っておるということでございます。ただ、これについて詳細につきましては規則のほ

うでございまして、議案関係資料集の中で具体的に２ページになりますが、禁止行為ということで、例え

ば利害関係者から金銭、物品、不動産の贈与を受け取ることということで、具体的に職員として守るべき

ものというのを規則の中で訴えて、またその細かいものをハンドブック等で職員と情報共有をしていると

いうところでございます。

〇議長（根岸勇雄君） 大澤祐治郎君。

〇９番（大澤祐治郎君） これで最後にしますが、どうも人ごとのような受け仕事に聞こえてしようがない

のですが、ここに優秀な課長諸君おそろいですけれども、そういう行動規範というものが合併後10年たた

なければできてこなかった、やっとこうしてつくったというような、そういうことが少しわきが甘いので

はないかということを私は言いたいわけなのです。何か事が起きたら、市長はあれに照らし合わせてこう

だ、これに照らし合わせてああだということがぱっと一目瞭然に市民や議会にわかるようなものを当然つ

くっておかなければならぬ。数々のあなた方の失敗が重なってきて、もうこれ以上は何とかしなければど

うにもならぬと、今のまま仮に訴えてもそれを示すだけの条例条項というのはあなた方は持っておらぬか

ら、仮によしんば市長であれ、我々であれ、それはまかりならぬと、行政裁判にかけますよといったとこ

ろで行動規範がはっきりしておらぬからやりようがないわけです。だから、そういうことを今ここへ来て

遅まきながらと言わなければなりませんけれども、やるというのですから、非常に厳しいものをつくって、

あなた方がこれから本当に大変だというぐらいの真剣な行動といいますか、職場におけるそういう動きに

ついてきっちりしたものをつくって議会に一日も早く示してください。それだけです。

〇議長（根岸勇雄君） 笠井正信君。

〇７番（笠井正信君） 第５条なのですけれども、「職員を管理し、又は監督する地位にある職員」、管理監

督者という項目が載っております。やはり職員を管理するということについては、健康面もそうなのです

けれども、いろんな観点から職員を観察しなければいけないということも私は感じております。ですが、

大変不幸なことが先月の25日でしたっけ、職員自ら命を絶つという出来事があったということを最近にな

って聞きました。やはりそういうことがあってはいけないと。31歳という若さで命を絶つというようなこ

とは、よっぽどの思いでないとなし得ないと思うわけなのですけれども、その状態につきまして課ではそ

の認識たるものはなかった、その様子たるものはなかったということを言われても仕方ないことであって、
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大変残念な出来事であると私は痛感しました。たまたま私の同級生の一人だということで、大変痛感して

いる次第ですけれども、その点は総務課長はどう感じておりましたか。

〇議長（根岸勇雄君） 渡辺総務課長。

〇総務課長（渡辺竜五君） 大変残念なことが起きて、大変びっくりいたしました。内容につきましては、

いろいろ聞いている中で、ご本人のあれですのでここでは差し控えさせていただきますが、やはりその後

各課長のほうに集まっていただいて、理由が何であれ、もしそういうものがあったら係の中で、係長が話

できなければ係長が聞いて課長補佐に話をするというところを仕事以外のことももし相談があったらいろ

いろ話に乗って、ただそれを深く突っ込めないというのも事実でございますので、そこを実は先週職員の

ほうに集まっていただいて議論して、そういうものをなくしていこうという話をしたばかりでございます。

〇議長（根岸勇雄君） 笠井正信君。

〇７番（笠井正信君） 職場のこともありますし、家庭のこと、社会のこと、いろいろその中にあると思い

ます。さりとて到底命をなくすということについては、やはり重きを置いて各課引き締めて職員の教育と

いうものに対して見ていかないといけない、これは痛感しました。大変残念な出来事であるということを

認識してください。どうかよろしくお願いいたします。

〇議長（根岸勇雄君） 荒井眞理さん。

〇２番（荒井眞理君） 一般質問でも質問させていただこうと思ったのですが、その前にちょっと気になっ

たのでご質問させていただきますが、この第８条の公益目的通報というところは、まずこれは違法行為を

知見したときは公益目的通報をしなければならないという義務になっているわけなのです。それは当然な

のだと思うのですけれども、第３項を見ますとその事実が確実であると信ずるに足る相当な根拠を審査会

に示さなければならないと、この２つの間に非常に大きなギャップがあると思うのです。今のお話を聞い

ても、自分の働いている職場をよくしようと思う職員が気軽に、そうだ、これもやっぱり通報しなければ

いけないのだし、これ通報しようと思ったときに、第３項は気軽にそれができない、非常に高いハードル

になっているということを感じるのです。こういう点について、さっき下から上にという発想でこれをつ

くっているということもありましたけれども、果たしてこれ職員の皆さんはこういう条例で自分たちは守

れそうだということだったのか、その辺職員の皆さんはどういうことでこの条例をこのようにかかわって

つくられたのか、そのあたりをお聞かせいただけますか。

〇議長（根岸勇雄君） 渡辺総務課長。

〇総務課長（渡辺竜五君） ご説明いたします。

職員とのかかわりにつきましては、この案の段階で各課長にお示しして、またグループウエア等に出し

まして、その上で各課で議論して意見を上げてほしいという形をとりました。その中で、今議員おっしゃ

ったようなこれ自体でやりにくいというような意見等はなかったと思います。

〇議長（根岸勇雄君） 荒井眞理さん。

〇２番（荒井眞理君） それはなかったかもしれないですけれども、自分の仕事を抱えていながら公益目的

通報をしなければと、その事実が確実だと客観的にも自分も信じるに足るだけの相当な根拠を探すという

のは相当なことだと思うのです。それを自分の仕事をしながら、よし、やるのだと、それでもやるぞと、

職員の皆さんはそのようなつもりでこんなにハードルが高くても大丈夫だと、どういうことだったのです
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か。これは言ってもしようがないなと、もう自分たち不祥事を起こしているし、もう言われるがままにや

るしかないのだ、どういうことだったのかちょっと理解できないのですけれども、わかれば教えてくださ

い。

〇議長（根岸勇雄君） 渡辺総務課長。

〇総務課長（渡辺竜五君） 根本的にこの公益目的通報につきましては、国のほうも蓋然性、すなわち起き

ているか、また今まさに起きそうなときに公益目的通報ができるというふうにハンドブック等で規定され

ております。その中でそういうものについては、別に具体的な証拠というものよりもきちんとこういうも

のが起きているよという事実をしっかり伝えていただければ動くというふうには、内容的には我々は考え

ておるところです。また、そこの微妙な判断があった場合に、その下になりますが、相談ができるという

条も設けましたので、その中で相談をしていただければきちっと話ができるというふうに考えております。

職員につきましては、各課長を通して議論をしていただいた関係で、今私のほうでそういう不満があった

かどうかについてはちょっと把握しておりません。

〇議長（根岸勇雄君） ほかに質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（根岸勇雄君） 質疑なしと認めます。

議案第123号についての質疑を終結いたします。

議案第124号 佐渡市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づ

く個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定についての質疑に入ります。

中川直美君。

〇８番（中川直美君） この議案第124号は、今話題になっているいわゆるマイナンバーで、これから後の

議案は全部マイナンバー絡みなのですが、とりわけこれは佐渡市の行政手続における個人情報の取り扱い

についての条例であります。そういう意味では極めて重要なものになります。そこで、お尋ねをしたいの

ですが、この条例は国がやれというものだから、一応ひな形に合わせて十分な検討もなくつくったという

理解をしてよろしいですか。

〇議長（根岸勇雄君） 渡辺総務課長。

〇総務課長（渡辺竜五君） ご説明いたします。

十分な検討なくということではなくて、国のマイナンバー法にある市町村の事務に今後これを使えるよ

うにということのひな形を含めて作成させていただいたというところでございます。

〇議長（根岸勇雄君） 中川直美君。

〇８番（中川直美君） 十分な検討があったみたいなので、そこで聞くのですが、10月27、28日に全国中小

業者団体連合会がマイナンバーのことで各省庁に交渉した結果が報道されています。何を言いたいかとい

うと、マイナンバーを取得しなくても、あるいは記載しなくても現時点で全く不利益や不当な差別は受け

ないと内閣府も言っているし、国税庁も言っている、厚生労働省も言っているということは、それはそれ

でいいのだろうと思うのですが、確認をお願いしたい。

もう一つは、十分な検討をしたというのだから聞くのだけれども、例えば第３条、ここに市の責務とい

うことで個人番号をどうするかというと「その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずる」、そ
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して国と連携を図って「自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施する」と。つまり佐渡の地

域性でいえば離島であって、高齢者が多くてみたいなのがあるわけだ。だけれども、ここの俗に言う必要

な措置というのはどういうものか、地域の特性に応じた施策というのは、佐渡の場合具体的にはどのよう

なことを指すのかお尋ねしたいのが２点目。

もう一つは、配達されていますよね。まさに高齢者が多いから、ある方から伺ったのだけれども、世帯

ごとに配達されます。配達の方にとっては、その方が認知症かどうかわからないのだけれども、認知症に

渡してえらく困ったというような事例もあるのだけれども、全国で言われているような不備の問題、返納

されたような問題、そういった問題はどのぐらいありますか。

〇議長（根岸勇雄君） 村川市民生活課長。

〇市民生活課長（村川一博君） ご説明いたします。

個人番号カードの市内での配達の状況でございますが、佐渡市におきましては11月12日から配達が開始

されております。地区によってまだばらつきがありますが、11月30日の現在で返戻されたものが約790通

ございます。これにつきましては、理由としては法施行後以降に転出されて宛てどころにいないというも

のが主なものでございます。

〇議長（根岸勇雄君） 渡辺総務課長。

〇総務課長（渡辺竜五君） ご説明いたします。

第３条、市の責務のところでございますが、これにつきましてはまだ具体的に何をやるかというのは明

確になっておりません。この理由につきましては、セキュリティーの問題を含めましてどう対処していく

か国からもしっかり明示されておりませんが、今後国等と情報連携が来年以降の中でこういう条例の作り

込みということで今後使えるための条例のつくり込みというふうに第１弾はご理解いただきたいというふ

うに考えております。

〇議長（根岸勇雄君） 中川直美君。

〇８番（中川直美君） きのうのニュースですか、おとといですか、総務大臣の高市早苗大臣自身がマイナ

ンバーによってオレオレ詐欺があるので気をつけてくださいというのをニュースでやっていましたけれど

も、つまりこのぐらい混乱とあれが起きている状況の中でこの条例を定める。私は、ああ、なるほどなと、

第３条では地域の特性に応じた施策をやるというのだから、高齢者が多いのですから、さっき790通だか

返納があって、実際には住所がいない方が多いという話なのだけれども、もらった高齢者そのものがニュ

ースでもいっぱいあるものだから、かえって混乱をしてどうしていいかわからないというパターンが多い

と思うのです。そういった問い合わせも含めて、さっきの返納だけですが、トラブルあるいは自主返納も

含めてそういったトラブルはないということなのですか。それと、高齢者などの問い合わせについてはど

のようになっていますか。

〇議長（根岸勇雄君） 村川市民生活課長。

〇市民生活課長（村川一博君） ご説明いたします。

宛てどころにいないということで返戻もありますが、そのほかに実際には受け取りを拒否された方も中

にはいます。また、高齢者等につきましては配達された後の問い合わせは配達日以降結構ありますが、実

際には今後１月１日に発行される写真入りの個人番号カードについてどのようにつくれるのかというよう
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な問い合わせが多うございます。また、もちろんこの通知カードは紙の通知カードでございますが、これ

の取り扱いについてどうしたらいいかというような問い合わせが現在あります。

以上でございます。

〇議長（根岸勇雄君） ほかに質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（根岸勇雄君） 質疑なしと認めます。

議案第124号についての質疑を終結いたします。

議案第125号 佐渡市税条例の一部を改正する条例の制定についての質疑を許します。質疑ありません

か。

中川直美君。

〇８番（中川直美君） これはマイナンバーもかかわりがあるのですが、税制改正の問題があるのでお尋ね

をしておきたいと思います。

先ほど市長の提案理由の説明の中でもありました。猶予制度の問題の改正と換価の問題、国が示したも

のでやりますと一言で言うと納税者の負担の軽減を図るということなのだけれども、本当にそういったこ

とになるのかどうなのかということをまずお尋ねをしたい。

２点目は、国が言っているのだが、地方分権を推進する観点や地方税に関する地域の実情がさまざまで

あることを踏まえて、猶予にかかわる担保の徴収基準などの項目については地域の実情に応じて条例で定

める仕組みというふうになっているのだが、これはどこを読み取るとこういったものが出てくるのか教え

ていただきたい。

〇議長（根岸勇雄君） 川上税務課長。

〇税務課長（川上達也君） ご説明いたします。

まず、１点目の納税者の方のこの猶予制度の改正につきましては、既に徴収の猶予と換価の猶予、換価

の猶予に関しましては職権での換価の猶予になりますけれども、この制度がございます。今回の改正につ

きましては、国税に倣って地方税におきましても納税者の申請によります換価の猶予制度というのができ

ました。これにつきましては、納税者の負担の軽減プラス的確な納税が履行されるということを目的にし

たものでございます。

それから、２点目の換価の猶予に関しまして、担保の話でしたか、担保の関係につきましては原則担保

を要するということになっておりますけれども、先ほど申しましたように今回条例で定めると、地方の実

情や地方分権というような趣旨での条例での定めということの趣旨でございますけれども、これにつきま

しても国税に倣った形で、国税のほうが前の法律では50万円を限度という形でしたけれども、今度100万

円という形で担保の要件を緩和しております。

以上です。

〇議長（根岸勇雄君） 中川直美君。

〇８番（中川直美君） 今おっしゃったとおり、私も言ったのだけれども、今度は納税者、つまり納める人

の申請による換価の猶予が生まれたわけです。そうすると、その要綱みたいなのはどのようになっていま

すか。
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それともう一つ、猶予制度をこの間、例えば昨年でもいいですか、今年度でもいいですが、どの程度活

用されていますか。

〇議長（根岸勇雄君） 川上税務課長。

〇税務課長（川上達也君） ご説明いたします。

納税者の今後の換価の猶予というのができました。それにつきましては、基本的には地方税法、それか

ら地方税法が準用する国税通則法、それから国税徴収法に倣っております。今回その中で例えば猶予する

場合の納税方法、分割納付になりますけれども、あるいは申請の手続、こういったものを条例で定めると

いうことになっております。この徴収の猶予あるいは換価の猶予というものの佐渡市における実績ですけ

れども、法に基づくものについては今のところございません。

以上です。

〇議長（根岸勇雄君） 中川直美君。

〇８番（中川直美君） 聞き逃したのだと思うのだけれども、さっき言った各地域の実情に応じて担保の徴

収基準などということでいうと、佐渡の場合の地域の実情に応じて条例という部分は、ほかの違うという

ことになるのだろうと思うのですが、どんなふうになっていますか。

〇議長（根岸勇雄君） 川上税務課長。

〇税務課長（川上達也君） ご説明いたします。

税につきましては、地域の実情あるいは地方分権ということで今回一部を条例で定めるといった形をと

られておりますけれども、基本的には納税いただくというのが原則なものですから、これにつきましては

地域で要件をいろいろ考えましたけれども、やはり国税に準拠するというのが我々の考え方でございます

ので、国税に倣った形での今回ご提案となっております。

以上です。

〇議長（根岸勇雄君） ほかに質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（根岸勇雄君） 質疑なしと認めます。

議案第125号についての質疑を終結いたします。

議案第126号 佐渡市入湯税条例の一部を改正する条例の制定についての質疑を許します。質疑ありま

せんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（根岸勇雄君） 質疑なしと認めます。

議案第126号についての質疑を終結いたします。

議案第127号 佐渡市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についての質疑に入ります。質

疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（根岸勇雄君） 質疑なしと認めます。

議案第127号についての質疑を終結いたします。

議案第128号 佐渡市介護保険条例の一部を改正する条例の制定についての質疑を許します。質疑あり
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ませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（根岸勇雄君） 質疑なしと認めます。

議案第128号についての質疑を終結いたします。

議案第129号 佐渡市火葬場条例の一部を改正する条例の制定についての質疑を許します。質疑ありま

せんか。

猪股文彦君。

〇18番（猪股文彦君） これ２万5,000円から２万3,000円に下げたということなのですが、利用者が多くて

ペイするから下げたのか、その根拠はどういうことなのかちょっと教えてください。

〇議長（根岸勇雄君） 名畑環境対策課長。

〇環境対策課長（名畑匡章君） ご説明いたします。

火葬場の運営費の削減効果が見込まれます。その金額につきましては、平成26年度の決算ベースでいき

ますと7,980万円、これが５施設から３施設に変わるということでおおむね7,000万円程度に削減が見込め

ます。その削減率がおおむね11％程度でございますので、その率に合わせた火葬料の料金の引き下げを考

えてご提案しておるところでございます。

〇議長（根岸勇雄君） 中川直美君。

〇８番（中川直美君） 北田野浦と三香苑が削られるわけですが、以前この問題、火葬場がなくなるといっ

たときに地域で結構いろんな問題があったというふうに私は記憶をしているのです。そういう意味でいう

と、住民の皆さんの十分な理解と合意は得られたのだというふうに思うのですが、その辺どうなのかが１

点です。

それともう一点です。使用料はもっとがっぽり下げたらいいのではないですか。何を言いたいかという

と、あなた方のもともと火葬場の計画というのは火葬場を３つにするという計画だったのです。ところが、

議会の意見も含めていずれ２つにする。そういう意味でいえば、こういった不景気のときだからもっと下

げてもいいのではないかと思うのですが、その辺は検討されましたか。

〇議長（根岸勇雄君） 名畑環境対策課長。

〇環境対策課長（名畑匡章君） ご説明させていただきます。

火葬場の廃止に伴う地域への説明でございますけれども、議会の中の委員会の説明でもしておるところ

でございますけれども、地域審議会であるとか各地域への役員会の説明、そういったものでご了解をいた

だいておるところでございます。

もう一点、もっと下げれないかという点でございますけれども、将来ビジョンの中でも歳入確保という

こと、交付税の一本算定になりまして交付税の減額も考えられるというようなこと、やはり施設の維持管

理というものもこの後ずっと続きますので、ご提案した使用料で検討しているところでございます。

〇議長（根岸勇雄君） ほかに質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（根岸勇雄君） 質疑なしと認めます。

議案第125号についての質疑を終結いたします。
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議案第130号 佐渡市相川観光交流センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定

についての質疑を許します。質疑ありませんか。

猪股文彦君。

〇18番（猪股文彦君） この条例を見て、これはこういう方向でやるのはいいとは思うのですけれども、金

額を見ると新穂が三千幾らぐらいで、恐らく1,000円から1,500円ぐらい宿泊料金が違うと思うのですが、

相川の宿泊施設の図面というか、部屋の構成というか、そういうふうなものについて担当委員会には出さ

れたのかわかりませんけれども、これだけではわからないと思うのですが、その辺はどのようになってい

ますか。

〇議長（根岸勇雄君） 大橋観光振興課長。

〇観光振興課長（大橋幸喜君） 図面の件につきましては、今回の常任委員会のほうに提出してご説明する

という予定でおります。それから、トキ交流会館の使用料の件でございますけれども、交流会館につきま

しては先ほど3,000円というお話ありましたけれども、それは一般の料金でございまして、学生の料金に

なりますと1,450円ということで今回の相川観光交流センターのほうが若干金額のほうが高いということ

になっています。

〇議長（根岸勇雄君） 猪股文彦君。

〇18番（猪股文彦君） 宿泊するとすれば、宿泊施設のグレードの問題があると思うのですが、そうすると

今の課長の説明だとグレードが新穂のトキ交流会館より高いというのですが、ああいう古い建物で果たし

てグレードが高いと言えるのかどうなのか、１部屋何人するのかわかりませんが、課長の今の説明でわか

りましたが、委員会に提出するだけではなくて全議員にこういうふうに変わりますよというふうな資料を

提出することを議長から指示していただきたいと思います。

〇議長（根岸勇雄君） わかりました。

ほかに質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（根岸勇雄君） 質疑なしと認めます。

議案第130号についての質疑を終結いたします。

議案第131号 佐渡市屋外広告物条例の制定についての質疑を許します。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（根岸勇雄君） 質疑なしと認めます。

議案第131号についての質疑を終結いたします。

議案第132号 公の施設に係る指定管理者の指定について（相川民話の館）の質疑を許します。質疑あ

りませんか。

中川直美君。

〇８番（中川直美君） 先ほどの不祥事の関連でいうと、これもまさに指定管理にされるというわけなのだ

けれども、なおかつ公の施設であると。ここの今の活用状況や管理状況はどのようになっているのか。集

落に指定管理するというわけでしょう。指定管理料ゼロ円、５年間、施設の必要な修繕や回収などはもち

ろん佐渡市が行うわけなのだけれども、なかなか高齢化も含めて大変な状況もあったりするのだろうとい
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うふうに思うのだが、その辺どうなっているのかお尋ねをしたいと思います。

〇議長（根岸勇雄君） 加藤地域振興課長。

〇地域振興課長（加藤留美子君） ご説明いたします。

相川民話の館の指定管理者でございますが、施設がございます北片辺集落のほうに指定管理のほうをお

願いしたいと考えております。利用実績でございますが、平成24年度に利用者2,039名、平成25年度に利

用者2,856名、平成26年度に利用者2,928名の状況でございます。修繕につきましては、指定管理の契約の

中で20万円を超える場合について市が行うということで考えております。

以上でございます。

〇議長（根岸勇雄君） ほかに質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（根岸勇雄君） 質疑なしと認めます。

議案第132号についての質疑を終結いたします。

議案第133号 公の施設に係る指定管理者の指定について（佐和田森林公園オートパークさわた）の質

疑を許します。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（根岸勇雄君） 質疑なしと認めます。

議案第133号についての質疑を終結いたします。

議案第134号 訴えの提起についての質疑を許します。

中村良夫君。

〇14番（中村良夫君） 議案第134号で訴えの提起について、これは市営住宅の家賃等の滞納者に対して支

払い請求の訴えを提起するもので、付託先が産業建設常任委員会の予定で私のところですけれども、一般

質問で私自身市営住宅家賃を取り上げた経過がありますので、さらっとやらせていただきたいと思います。

確認ですけれども、この議案は市営住宅に入居しているＡさんとしますが、Ａさんが家賃を長期にわた

り滞納していると、そして佐渡市建設課住宅係の再三、２度も３度も催告、家賃を払ってくださいと、に

もかかわらずＡさんは支払わなかったと。保証人等のこともあるけれども、そこで佐渡市は滞納者Ａさん

に対して市営住宅明け渡し請求書を送付し、市営住宅の明け渡しの請求を行ったと。わかりやすく言えば、

Ａさん家賃滞納していると、支払わない、出ていってくださいと、それでも出ていかないため、ここの下

のほうに書いてあるのですけれども、訴えを提起する。内容はＡさんに対して建物明け渡し請求、そして

未払い家賃、明け渡しまでの家賃相当損害金の支払い請求。この議案は何を言いたいかというと、裁判が

できるように議会の議決をいただきたいと、そのような趣旨の議案なのか確認します。

〇議長（根岸勇雄君） 清水建設課長。

〇建設課長（清水正人君） ご説明します。

間違いありません。

〇議長（根岸勇雄君） 中村良夫君。

〇14番（中村良夫君） さらっといきますけれども、本件の議案の当事者、Ａさんについて滞納期間は何年

の何月から何年の何月までなのか、これが１点。



- 20 -

そして、２点目はその滞納金額は幾らなのか。

そして、３点目です。その当時議案に関するＡさんの状況について、例えばＡさんは何らかの理由で仕

事をしていないので収入がない、だから家賃払いたくとも払えないなどの理由なのか、その議案の当事者

の状況について教えてください。

〇議長（根岸勇雄君） 清水建設課長。

〇建設課長（清水正人君） ご説明します。

滞納状況でございますが、平成26年４月から平成27年９月まで、18カ月滞納しております。

金額にしまして、家賃で19万800円、督促手数料1,800円、合計金額19万2,600円でございます。

対象者につきましては、無職の状態だと思います。接触した段階では、本人の意思が全くうかがわれな

かったというふうに確認しております。

〇議長（根岸勇雄君） 中村良夫君。

〇14番（中村良夫君） 委員会でさらに審査をしたいと思うのですけれども、私自分の考えを言いますと公

営住宅法の趣旨からしてこの議案は慎重にやるべきではないかと、最初はこの議案を見たときにそう思い

ました。それで、これは最後ですけれども、公営住宅が社会福祉を増進することを目的とした制度であっ

て、そこに制裁措置を持ち込むことは私は許されないと考えます。皆さんの職員たちのこれまでの努力と

いうか、それは尊重しますけれども、佐渡市は家賃減免制度などもつくりました。最後に聞きますけれど

も、建設課はその制度で対応したのかどうか。Ａさんにその制度を知らせたのかどうか、これ最後です、

よろしくお願いします。

〇議長（根岸勇雄君） 清水建設課長。

〇建設課長（清水正人君） ご説明いたします。

ことしの７月末日に市営住宅入居者全員に対して減免申請の通知をしております。その当事者におかれ

ましても通知は行っておりますが、申請行為はなかったものであります。

以上です。

〇議長（根岸勇雄君） ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（根岸勇雄君） 質疑なしと認めます。

議案第134号についての質疑を終結いたします。

議案第135号 佐渡市辺地総合整備計画（平成25～27年度）の変更についての質疑を許します。

中川直美君。

〇８番（中川直美君） この辺地総合整備計画の第４次の計画書を見ると、今回変更をかけられるのは資料

にも出されているとおりなのはわかるのですが、例えば気になったのは民間に譲渡をした羽茂保育園、こ

れ私立保育園の整備事業ということで8,550万円ということで９番目に上がっていますよね。上がってい

るのだけれども、契約書によるとことしが建設の最後の年ですよね。平成25年だから、契約書を見たのだ

けれども、３年以内にやるということでいうと、この議会を除くともう３月議会ですから、事実上新年度

予算になるのだけれども、それはどうなっていますか。契約書ではあのときいろいろあって、保護者との

関係もあって、契約を履行しないときには返還ということに契約書でなっているわけだけれども、具体的
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にはどうなるのですか。

〇議長（根岸勇雄君） 鍵谷社会福祉課長。

〇社会福祉課長（鍵谷繁樹君） ご説明いたします。

羽茂保育園の整備計画ということでございます。こちらについては、平成25年に譲渡をしたわけであり

ますけれども、平成25年、平成26年、平成27年度と３年分ということなのですが、３年以内に新園舎等の

着手をするということになっております。これは、着手ということで法人のほうに対しましては計画段階

からの着手を含むということで説明をさせてもらっております。今のところ平成26年12月に建設委員会等

を立ち上げまして進めておりまして、順次設計の段階に入っているというところでございます。

〇議長（根岸勇雄君） 中川直美君。

〇８番（中川直美君） 今金井統合保育園の問題でももめているけれども、あの当時の父兄とのやりとりは

違うでしょうよ。私その当時の文書出されているのも持ってきていますよ。耐震がきいていなくて危なく

て大変だ、３年以内にやりますということであなた方やったのではないですか。今の予定ではいつ建てか

えが始まるのですか。つまり何が言いたいかというと、さっきの不祥事ではないけれども、市民との約束

をほごにするようなことがあってはならぬです。私は、別に今受けている業者が悪いとかというのではな

いよ。市民との約束、契約書で検討委員会から始まっていますから、もう着手している、違うでしょうよ。

当時のやりとりを、あのときも今の金井統合保育園と同じようにいろいろもめたのです。不祥事関連でい

えば、職員の固定化はよくないとかというのもあるのだけれども、必要でわかっている職員はちゃんと置

いておいてきちんとした手当てをする、それが必要なのではないですか。私市民厚生常任委員会のときに

は再三再四酸っぱく言っていた。安心こども基金とのかかわり、法制度が変わって建設費がなくなる問題

も含めて、では具体的にいつ建てかえられるのですか。

〇議長（根岸勇雄君） 鍵谷社会福祉課長。

〇社会福祉課長（鍵谷繁樹君） ご説明いたします。

こちらについては、法人のほうの計画でございますけれども、平成28年３月までに実施設計を終えまし

て、平成28年６月ころから工事に入るという予定になっております。

〇議長（根岸勇雄君） 中川直美君。

〇８番（中川直美君） 確認だけです。そうすれば、それは保護者らも含めて協議をしていて、保護者も知

っているという理解でいいですか。

〇議長（根岸勇雄君） 鍵谷社会福祉課長。

〇社会福祉課長（鍵谷繁樹君） これまでも保護者も含めた３者協議の中でこちらのほうの説明はさせても

らっております。

〇議長（根岸勇雄君） ほかに質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（根岸勇雄君） 質疑なしと認めます。

議案第135号についての質疑を終結いたします。

議案第136号 市道路線の認定についての質疑を許します。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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〇議長（根岸勇雄君） 質疑なしと認めます。

議案第136号についての質疑を終結いたします。

議案第137号 新潟県市町村総合事務組合規約の変更についての質疑を許します。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（根岸勇雄君） 質疑なしと認めます。

議案第137号についての質疑を終結いたします。

議案第138号 平成27年度佐渡市一般会計補正予算（第７号）についての質疑に入ります。本案の質疑

は歳入歳出別とし、歳出についてはおおむね複数の款に分けて行います。

それでは、議案第138号について歳入に関する質疑を許します。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（根岸勇雄君） 質疑なしと認めます。

議案第138号についての歳入に関する質疑を終結いたします。

次に、議案第138号についての歳出に関する質疑に入ります。２款総務費についての質疑を許します。

質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（根岸勇雄君） 質疑なしと認めます。

２款総務費についての質疑を終結いたします。

次に、３款民生費及び４款衛生費についての質疑を許します。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（根岸勇雄君） 質疑なしと認めます。

３款民生費及び４款衛生費についての質疑を終結いたします。

次に、８款土木費及び９款消防費についての質疑を許します。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（根岸勇雄君） 質疑なしと認めます。

８款土木費及び９款消防費についての質疑を終結いたします。

次に、10款教育費についての質疑を許します。

中川直美君。

〇８番（中川直美君） ばっといくものですから、終わってしまうと困るので、ここでちょっとお尋ねをし

ておきたいのですが、まず１つは今年度でいうとこれが最後に、３月議会が当初になり、そこで補正組め

ないわけではないのですが、なります。そういう意味でいうと、修繕費とかが上がってきているというの

がよくわかるのだけれども、これから寒くなるのに何で燃料費がいっぱい上がってきているのか。燃料費

結構多いですよね。寒くなって使ったから足らぬというならわかるけれども、その辺ちょっと教えてくだ

さい。私がわからないのですから。

２つ目、私気になっているのですが、今回の補正が２億何がしでしょう。ことしの当初の３月議会で地

方創生のやつが２億7,000万円でやったやつ、地方創生の交付金というのは繰越すことできないから、今

年度中に使ってしまわなければいけないわけです。そういう意味でいうと、あの事業は全て、プレミアム
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宿泊券みたいのは３カ月という期間でしたからもう終わっているのだろうとは思うのだけれども、もし不

用額が出たらこの議会で処理をしておかないと余ってしまって不用額になってしまうというふうに思うの

ですが、その辺はどのような処理をされているのですか。

〇議長（根岸勇雄君） 吉田学校教育課長。

〇学校教育課長（吉田 泉君） 教育関係の燃料費でございますけれども、給食センター等の燃料費、いわ

ゆる不足したということで補正させていただくということでございます。

〇議長（根岸勇雄君） 小林総合政策課長。

〇総合政策課長（小林泰英君） ご説明いたします。

先行型の交付金につきましてでございますけれども、現在各課のほうで取り組んでおりまして、不用額

が出ないように調整はしておりますけれども、もし端数等が出ました場合はそこは決算で処理をしたいと

いうふうに考えております。

〇議長（根岸勇雄君） 中川直美君。

〇８番（中川直美君） 学校教育課だけに聞いたのではないのだけれども、足らないから補正したぐらいは

私もわかります。ただ、私が聞いたのは私はわからない、これから寒くなって油を使って云々というなら

わかるのだけれども、ほかのも含めて燃料費が出てきているので、結局当初でかつかつに見積もってあな

た方は計上しているのではないかということを言いたいのです、一言で言えば。補正でやればいいやとい

うのではないかということを財務課長、答えてください。

もう一つ、不用額が出ないようにしますということだよな。あなた方は、冬紀行をやっているではない

ですか。佐渡市のホームページでいうと、５日に地方創生のやつをやった後の11月16日に冬紀行をやって

いる。そこで見たら何と書いてあるかというと、地域住民生活緊急支援のための交付金を活用しというふ

うになっているのだ。新たに交付金が来たかと思ったらそうではないというのだけれども、これは具体的

にはどういうことですか。

もう一つ言っておきますが……

〇議長（根岸勇雄君） 中川議員、今10款教育費ですので、それに絞って質疑をお願いします。

〇８番（中川直美君） わかりました。では、教育費の関係もありましたよね。教育費にも先行型あったの

だけれども、余った場合どういうふうに処理するのか。

〇議長（根岸勇雄君） 池野財務課長。

〇財務課長（池野良夫君） ご説明いたします。

燃料費の関係は、当初予算で計上するときには前々年度の決算等を見ながらかつかつには計上しており

ません。必要な分を計上しておるというところでございます。

以上です。

〇議長（根岸勇雄君） 金田淳一君。

〇10番（金田淳一君） 小学校費と中学校費に学校の体育館の天井撤去作業の予算がのっております。加茂

小学校と赤泊中学校なのですが、設計業務委託料も入っております。これから設計にかかるということだ

と思うのですけれども、工期はどのぐらいを考えていて、そして実際に工事はどうされるのか、いつやる

のか、そしてその間の生徒たちの学校の活動はどういうふうに考えているのかというのが１つ。
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それから、小学校費、中学校費で就学援助費が増額されております。何人程度ふえて、全体として何％

の方が就学援助を受けておるのか。その理由として保護者の皆さんの所得の状況がどのようになっている

のかもわかったら教えてください。

〇議長（根岸勇雄君） 吉田学校教育課長。

〇学校教育課長（吉田 泉君） まず、つり天井の関係でございますけれども、今後１月から２月にかけま

して設計の業務委託を行います。これは繰越になりますけれども、工事の時期は夏休みを中心におおむね

二、三カ月というふうに計画しております。その間につきましては、一応小学校、中学校については近隣

の体育館等の輸送を考えております。

あと、就学援助の件でございますけれども、このたび認定率的には昨年小学校中学校合わせてでおおむ

ね14％程度だったものが18％程度にふえております。あと、所得につきましては今回生活保護基準の1.2か

ら1.3に引き上げたということでございまして、その1.2から1.3のそういった方々が多く見られたと。あ

と、今回申請に当たりましては昨年までについては必要な人だけ申請書を提出してもらいましたけれども、

ことしからはもらう、もらわないにかかわらず全員から提出してもらったと、そういったことで申請者の

数自体もふえたと、そのように分析しております。

以上です。

〇議長（根岸勇雄君） ほかに質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（根岸勇雄君） 質疑なしと認めます。

10款教育費についての質疑を終結いたします。

以上で議案第138号 平成27年度佐渡市一般会計補正予算（第７号）についての質疑を終結いたします。

議案第139号 平成27年度佐渡市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）についての質疑を許しま

す。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（根岸勇雄君） 質疑なしと認めます。

議案第139号についての質疑を終結いたします。

議案第140号 平成27年度佐渡市介護保険特別会計補正予算（第２号）についての質疑を許します。質

疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（根岸勇雄君） 質疑なしと認めます。

議案第140号についての質疑を終結いたします。

議案第141号 平成27年度佐渡市下水道特別会計補正予算（第２号）についての質疑を許します。質疑

ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（根岸勇雄君） 質疑なしと認めます。

議案第141号についての質疑を終結いたします。

議案第142号 平成27年度佐渡市すこやか両津特別会計補正予算（第２号）についての質疑を許します。
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質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（根岸勇雄君） 質疑なしと認めます。

議案第142号についての質疑を終結いたします。

ただいま議題となっております議案第123号から議案第142号までについては、お手元に配付してありま

す委員会付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。

日程第６ 請願第１０号から請願第１２号まで

〇議長（根岸勇雄君） 日程第６、請願第10号から請願第12号までを議題といたします。

請願第10号から請願第12号までについては、お手元に配付してあります請願・陳情文書表のとおり、そ

れぞれ所管の常任委員会に付託いたします。

〇議長（根岸勇雄君） 以上で本日の日程は全部終了いたしました。

次の会議は、９日午前10時から一般質問を行います。

本日はこれにて散会いたします。

午前１１時３４分 散会


